
 

 

政策目的随意契約の締結について（契約前公表） 

 

 富山市が、公益社団法人富山市シルバー人材センターから役務の提供を受け

る契約を締結するにあたり、次のとおり地方自治法施行令（昭和２２年政令第１

６号）第１６７条の２第１項第３号の規定により随意契約を行うので、富山市契

約規則（平成１７年富山市規則第３７号）第２０条の２第２号の規定により公表

する。 

 

  令和５年６月１日 

 

富山市長  藤 井 裕 久 

 

 １ 随意契約の内容 

  (1) 件名 

  令和５年度曙町団地跡地草刈業務委託 

  (2) 提供を受ける役務の内容 

    雑草の刈り取り及び搬出処分 

  (3) 役務の提供を受ける期間 

    契約締結日から令和５年７月３１日まで 

 

 ２ 契約の相手方の選定基準 

   地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に該当する公益社団法人

富山市シルバー人材センターであって、富山市内に所在していること。 

 

 ３ 契約の相手方の決定方法 

   契約の相手方に見積書の提出を求め、予定価格の制限の範囲内であるか

確認し、契約する。 

 

 ４ 見積書の提出期限及び提出先 

  (1) 提出期限 

    令和５年６月２０日 

  (2) 提出先 

    環境部環境政策課 

 



政策目的随意契約の締結について（契約前公表） 

 

 富山市が、特定非営利活動法人自立生活支援センター富山 富山生きる場セ

ンターから役務の提供を受ける契約を締結するにあたり、次のとおり地方自治

法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の２第１項第３号の規定によ

り随意契約を行うので、富山市契約規則（平成１７年富山市規則第３７号）第

２０条の２第２号の規定により公表する。 

 

  令和５年６月２日 

 

富山市長  藤 井 裕 久 

 

 １ 随意契約の内容 

  (1) 件名 

令和５年度 障害福祉のしおり作成 

   

(2) 提供を受ける役務の内容 

令和５年度 障害福祉のしおり及び点字版表紙の印刷製本 

 

  (3) 役務の提供を受ける期間 

   契約日から令和５年９月１５日 

 

 ２ 契約の相手方の選定基準 

  障害者支援施設、地域活動支援センター、障害福祉サービス事業を行う施

設又は小規模作業所に指定されている施設であること。 

 

 ３ 契約の相手方の決定方法 

  契約の相手方に見積書の提出を求め、予定価格の制限の範囲内であるか確

認し、契約する。 

 

 ４ 見積書の提出期限及び提出先 

  (1) 提出期限 

   令和５年６月１５日 



 

政策目的随意契約の締結について（契約前公表） 

 

 富山市が、公益社団法人富山市シルバー人材センターから役務の提供を受け

る契約を締結するにあたり、次のとおり地方自治法施行令（昭和２２年政令第１

６号）第１６７条の２第１項第３号の規定により随意契約を行うので、富山市契

約規則（平成１７年富山市規則第３７号）第２０条の２第２号の規定により公表

する。 

 

  令和５年６月９日 

 

富山市長  藤 井 裕 久 

 

 １ 随意契約の内容 

  (1) 件名 

  馬場家庭園除草業務委託 

 

  (2) 提供を受ける役務の内容 

    富山市東岩瀬町地内の馬場家庭園の除草業務 

 

  (3) 役務の提供を受ける期間 

    契約締結日から令和５年１０月３１日まで 

 

 ２ 契約の相手方の選定基準 

   地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に該当するシルバー人材

センターであって、富山市内に所在していること。 

 

 ３ 契約の相手方の決定方法 

   契約の相手方に見積書の提出を求め、予定価格の制限の範囲内であるか

確認し、契約する。 

 

 ４ 見積書の提出期限及び提出先 

  (1) 提出期限 

    令和５年６月２０日 

  (2) 提出先 

    富山市教育委員会生涯学習課  

  



 

政策目的随意契約の締結について（契約前公表） 

 

 富山市が、公益社団法人富山市シルバー人材センターから役務の提供を受け

る契約を締結するにあたり、次のとおり地方自治法施行令（昭和２２年政令第１

６号）第１６７条の２第１項第３号の規定により随意契約を行うので、富山市契

約規則（平成１７年富山市規則第３７号）第２０条の２第２号の規定により公表

する。 

 

  令和５年６月９日 

 

富山市長  藤 井 裕 久 

 

 １ 随意契約の内容 

  (1) 件名 

  馬場家庭園樹木伐採業務委託 

 

  (2) 提供を受ける役務の内容 

    富山市東岩瀬町地内の馬場家庭園内の枯木伐採業務 

 

  (3) 役務の提供を受ける期間 

    契約締結日から令和５年７月３１日まで 

 

 ２ 契約の相手方の選定基準 

   地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に該当するシルバー人材

センターであって、富山市内に所在していること。 

 

 ３ 契約の相手方の決定方法 

   契約の相手方に見積書の提出を求め、予定価格の制限の範囲内であるか

確認し、契約する。 

 

 ４ 見積書の提出期限及び提出先 

  (1) 提出期限 

    令和５年６月２０日 

  (2) 提出先 

    富山市教育委員会生涯学習課  

  



政策目的随意契約の締結について（契約前公表） 
 

富山市が、公益社団法人富山市シルバー人材センターから役務の提供を受け

る契約を締結するにあたり、次のとおり地方自治法施行令（昭和２２年政令第１

６号）第１６７条の２第１項第３号の規定により随意契約を行うので、富山市契

約規則（平成１７年富山市規則第３７号）第２０条の２第２号の規定により公表

する。 
 
 令和５年６月９日 
 

富山市長  藤 井 裕 久     
 
１ 随意契約の内容 

(1) 件名 
感謝状筆耕手数料 

 (2) 提供を受ける役務の内容 
   賞状の筆耕 
 (3) 役務の提供を受ける期間 
   落札の日から令和５年６月２８日 
 
２ 契約の相手方の選定基準 
  地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に該当するシルバー人材 

センターであって、富山市内に所在していること。 
 
３ 契約の相手方の決定方法 
  契約の相手方に見積書の提出を求め、予定価格の制限の範囲内であるか確

認し、契約する。 
 
４ 見積書の提出期限及び提出先 
 (1) 提出期限 
   令和５年６月２３日 
 (2) 提出先 
   福祉保健部福祉政策課 
 
 
 



政策目的随意契約の締結について（契約前公表） 

 

 富山市が、社会福祉法人めひの野園から物品の買い入れを受ける契約を締結

するにあたり、次のとおり地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１

６７条の２第１項第３号の規定により随意契約を行うので、富山市契約規則（平

成１７年富山市規則第３７号）第２０条の２第２号の規定により公表する。 

 

令和５年６月１２日 

 

富山市長  藤 井 裕 久 

 

１ 随意契約の内容 

(1) 調達物品名及び数量 

ベゴニア花鉢 ４１０鉢 

(2) 調達物品の規格等 

ベゴニア（赤、白、ピンクの各色） 

４．５号バスケット鉢（持ち運び用の袋を含む） 

(3) 納入期限 

令和５年７月４日、７月５日、７月６日 

(4) 発注課室及び納入場所 

発 注 課 市民生活部市民協働相談課 

納入場所 萩浦小学校  （７月４日午後１２時３０分ごろ） 

岩瀬小学校  （７月５日午後１２時３０分ごろ） 

芝園小学校  （７月６日午前９時３０分ごろ） 

２ 契約の相手方の選定基準 

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定する就労継続支援

を行う施設であって、本市指定の仕様を満たすことが可能なこと。 

３ 契約の相手方の決定方法 

契約の相手方に見積書の提出を求め、予定価格の制限の範囲内であるか 

確認し、契約する。 

４ 見積書の提出期限及び提出先 

(1) 提出期限 

令和５年６月１６日 

(2) 提出先 

財務部契約課 



政策目的随意契約の締結について（契約前公表） 
 
 富山市が、公益社団法人富山市シルバー人材センターから役務の提供を受け

る契約を締結するにあたり、次のとおり地方自治法施行令（昭和２２年政令第１

６号）第１６７条の２第１項第３号の規定により随意契約を行うので、富山市契

約規則（平成１７年富山市規則第３７号）第２０条の２第２号の規定により公表

する。 
 

令和５年６月２１日 
 

富山市長  藤井 裕久 
 
１ 随意契約の内容 
（１）件名 
   富山市婦中・山田地域内公立保育所樹木簡易管理業務委託 
（２）提供を受ける役務の内容 
   樹木消毒・剪定業務 
（３）役務の提供を受ける期間 
   令和５年７月１０日～令和６年３月３１日 
 
２ 契約の相手方の選定基準 
  地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に該当するシルバー人材セ

ンターであって、富山市内に所在していること。 
 
３ 契約の相手方の決定方法 
  契約の相手方に見積書の提出を求め、予定価格の範囲内であるか確認し、契

約する。 
 
４ 見積書の提出期限及び提出先 
（１）提出期限 
   令和５年７月４日 
（２）提出先 
   富山市役所 こども家庭部こども支援課 



政策目的随意契約の締結について（契約前公表） 

 

 富山市が、公益社団法人 富山市シルバー人材センターから役務の提供を受け

る契約を締結するにあたり、次のとおり地方自治法施行令（昭和２２年政令第１

６号）第１６７条の２第１項第３号の規定により随意契約を行うので、富山市契

約規則（平成１７年富山市規則第３７号）第２０条の２第２号の規定により公表

する。 

 

  令和５年６月２２日 

 

富山市長  藤井 裕久 

 

 １ 随意契約の内容 

(1) 件 名  

旧ほそいり保育所ほか草刈業務委託 

  (2) 提供を受ける役務の内容 

    旧ほそいり保育所、ほそいり保育所駐車場の草刈、集草、刈草処理 

  (3) 役務の提供を受ける期間 

    令和５年７月１０日から令和５年８月１０日まで 

 

 ２ 契約の相手方の選定基準 

    地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に該当するシルバー人

材センターであって、富山市内に所在していること。 

 

 ３ 契約の相手方の決定方法 

    契約の相手方に見積書の提出を求め、予定価格の制限の範囲内である

か確認し契約する。   

 

 ４ 見積書の提出期限及び提出先 

  (1) 提出期限 

    令和５年７月４日 

  (2) 提出先 

    富山市役所 こども家庭部こども支援課 

 



政策目的随意契約の締結について（契約前公表） 

 

 富山市が、公益社団法人富山市シルバー人材センターから役務の提供を受け

る契約を締結するにあたり、次のとおり地方自治法施行令（昭和２２年政令第１

６号）第１６７条の２第１項第３号の規定により随意契約を行うので、富山市契

約規則（平成１７年富山市規則第３７号）第２０条の２第２号の規定により公表

する。 

 

  令和５年６月２６日 

 

富山市長  藤 井 裕 久 

 

 １ 随意契約の内容 

  (1) 件名 

  農道音川３期外１路線草刈業務委託 

  (2) 提供を受ける役務の内容 

    市管理農道の路肩部分の草刈業務 

  (3) 役務の提供を受ける期間 

    令和５年７月５日から令和５年１１月３０日まで 

 

 ２ 契約の相手方の選定基準 

   地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に該当するシルバー人材

センターであって、富山市内に所在していること。 

 

 

 ３ 契約の相手方の決定方法 

   契約の相手方に見積書の提出を求め、予定価格の制限の範囲内であるか

確認し、契約する。 

 

 

 ４ 見積書の提出期限及び提出先 

  (1) 提出期限 

    令和５年７月５日 

  (2) 提出先 

     農林水産部 農林事務所 農地林務課 

 



政策目的随意契約の締結について（契約前公表） 

 

 富山市が、特定非営利活動法人自立生活支援センター富山 富山生きる場センター

から役務の提供を受ける契約を締結するにあたり、次のとおり地方自治法施行令（昭

和２２年政令第１６号）第１６７条の２第１項第３号の規定により随意契約を行うの

で、富山市契約規則（平成１７年富山市規則第３７号）第２０条の２第２号の規定に

より公表する。 

 

  令和５年６月２８日 

 

富山市長  藤 井 裕 久 

 

 １ 随意契約の内容 

  (1) 調達物品名及び数量 

  富山市屋外広告業登録制度の手引き  ３００冊 

  (2) 調達物品の規格等 

    １色刷 Ａ４両面 

    富山市屋外広告業登録制度の手引き  約３５ページ 

  (3) 納入期限 

    令和５年７月２８日 

  (4) 発注課室及び納入場所 

    発注課室 活力都市創造部景観政策課 

    納入場所 活力都市創造部景観政策課 

 

 ２ 契約の相手方の選定基準 

   地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に該当する地域活動支援セン

ターであること。 

 

 ３ 契約の相手方の決定方法 

   契約の相手方に見積書の提出を求め、予定価格の制限の範囲内であるか確認し、

契約する。 

 

 ４ 見積書の提出期限及び提出先 

  (1) 提出期限 

    令和５年７月７日 

  (2) 提出先 

    財務部契約課 

  (3) その他 

    見本は、活力都市創造部景観政策課において提示する。 



政策目的随意契約の締結について（契約前公表） 

 

 富山市が、特定非営利活動法人れいんぼーみさき地域活動支援センターれい

んぼーみさきから役務の提供を受ける契約を締結するにあたり、次のとおり地

方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の２第１項第３号の規定

により随意契約を行うので、富山市契約規則（平成１７年富山市規則第３７号）

第２０条の２第２号の規定により公表する。 

 

  令和５年６月２９日 

 

富山市長  藤井 裕久 

 

 １ 随意契約の内容 

  (1) 件名 

    点字の打刻作業 

 

  (2) 提供を受ける役務の内容 

    身体障害者手帳交付案内用窓あき封筒 （３，７００枚） への「とや

ましやくしょ」点字の打刻作業 

 

  (3) 役務の提供を受ける期間 

    契約締結日から令和５年７月２８日まで 

 

 ２ 契約の相手方の選定基準 

   地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に該当する障害者の日常

生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する施設等であっ

て、富山市内に所在していること。 

 

 ３ 契約の相手方の決定方法 

   契約の相手方に見積書の提出を求め、予定価格の制限の範囲内であるか

確認し、契約する。 

 

 ４ 見積書の提出期限及び提出先 

  (1) 提出期限 

    令和５年６月３０日 

  (2) 提出先 

保健福祉部障害福祉課 


